
入所基準
保護者の就労、出産、病気、介護などの事情
に該当する場合

申請手続き
必要書類をこども保育課へ提出してください。
（世帯の状況により、提出する書類が異なります。）

令和７年４月から保育施設への入所（園）を希望するかたへ
市内の保育施設への入所申請を受付けます
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保育所名 定員 受入年齢 所在地

受付期間
11月１日㈮～15日㈮（土・日曜日、祝日を除く。）

保 育 料
保護者（父・母）及び生計中心者（祖父や祖母
など）の前年度分、当該年度分の市町村民税
の所得割額や児童の年齢などで決まります。

▲入所のご案内

千駄野保育所
西保育所
高岩保育所
興善寺保育園
しらおか虹保育園
はっぴー白岡園
ピノ保育園白岡
うぐす保育園新白岡
白岡みちのこ保育園
フレンドキッズランド新白岡西口園
フレンドキッズランド新白岡東口園
はっぴー保育園白岡駅東口園
希望の杜保育園
白岡めばえ保育園
太陽さんさん白岡園

令和７年４月から学童保育所（児童クラブ）への入所を希望するかたへ
市内の学童保育所への入所申請を受付けます

入所基準
白岡市立小学校の児童で、保護者が次のいずれかの
事情に該当する場合
❶労働することを常態としている場合
❷妊娠中または出産後間もない場合
❸疾病または障がいのある場合
❹同居または長期入院などしている
　親族を介護・看護している場合
❺家庭が災害に遭い、その復旧にあたっている場合
❻就学している場合
❼求職活動をしている場合
※入所基準及び入所審査指数の変更を行いました。
　詳細は「令和７年度版学童保育所入所のご案内」を
　ご確認ください。

申請手続き
「令和７年度学童保育所入所申請
書」をこども保育課へ提出してく
ださい。
※申請書類は、こども保育課、各学童保
育所、各児童館及び市公式ホームペー
ジで配布しています。必ず「令和７年
度版」をご利用ください。

受付期間
11月１日㈮～15日㈮（土・日曜日、祝日を除く。）
※入所決定の適正化を図るため、申請順ではなく「どのくらい保育を必要とし
ているのか（就労状況・保育状況・家庭状況など）」を点数化し、その順位に
よって入所を決めています。

学童保育所名

収容定員
受入学年

所 在 地

南・南第二・南第三
児童クラブ
160名

小久喜524-1
小久喜603-4
小久喜603-1

白 岡 市 立 小 学 校 1 ～ 6 年 生

西・西第二・西第三
児童クラブ
140名

西6-3-1
西6-3-5
西6-3-1

東・東第二
児童クラブ
100名

新白岡2-28-1
新白岡2-28-3

菁莪児童クラブ

40名

上野田101-1

篠津・篠津第二・
篠津第三  児童クラブ

120名

篠津2644
篠津2621-9
篠津2644

▲入所のご案内

※申請書類は、こども保育課、各保育施設、各児童館及び
　市公式ホームページで配布しています。必ず「令和７年
　度版」をご利用ください。

こども保育課保育担当　☎0480（92）1111　内線183・184問合せ 

こども保育課学童保育担当　☎0480（92）1111　内線183・184問合せ 

千駄野880
西6-10-3
高岩2227-1
白岡972-1
上野田1252-1
西1-12-4
野牛643
新白岡6-12-1
小久喜1213-1
新白岡7-15-4
新白岡4-6-13ルネ新白岡駅前１階
小久喜1130付近
千駄野1211-1
小久喜874-1新和ビル1階
白岡1138-1

11月１日㈮から児童扶養手当法などの一部が改正されます11月１日㈮から児童扶養手当法などの一部が改正されます
ひとり親家庭などの皆さんへ

所得限度額が引き上がります1.
　児童扶養手当の支給は、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを
支給する「一部支給」があり、判定基準となる所得限度額が引き上がります。

第 3子以降の加算額が引き上がります2.
　第３子以降の加算額が引き上げられ、第２子の加算額と同額になります。
※11月分の手当から所得限度額及び加算額の引き上げが適用されますが、11・12月分の手当は、２か月分の支給月
　である令和７年１月に支払われます。

これまで
全部支給　6,450円
一部支給　6,440円～3,230円
　　　　　　　  （所得に応じて決定）

11月～
全部支給　10,750円
一部支給　10,740円～5,380円
　　　　　　　                      （所得に応じて決定）

こども保育課こども給付担当　☎0480（92）1111　内線187問合せ 

全部支給となる所得限度額
（受給資格者本人の前年所得）

一部支給となる所得限度額
（受給資格者本人の前年所得）

収　入 所　得
改正前

1,220,000
1,600,000
2,157,000
2,700,000
3,243,000
3,763,000

改正後
1,420,000
1,900,000
2,443,000
2,986,000
3,529,000
4,013,000

改正前
490,000
870,000
1,250,000
1,630,000
2,010,000
2,390,000

改正後
690,000
1,070,000
1,450,000
1,830,000
2,210,000
2,590,000

収　入 所　得
改正前

3,114,000
3,650,000
4,125,000
4,600,000
5,075,000
5,550,000

改正後
3,343,000
3,850,000
4,325,000
4,800,000
5,275,000
5,750,000

改正前
1,920,000
2,300,000
2,680,000
3,060,000
3,440,000
3,820,000

改正後
2,080,000
2,460,000
2,840,000
3,220,000
3,600,000
3,980,000

扶養
児童数
0
１人
２人
３人
４人
５人

新型コロナ・インフルエンザ 乳がん検診
令和7年1月31日㈮まで
・接種日時点で65歳以上のかた（期間中に65
歳になるかたは、誕生日の前日から接種で
きます。）
・60～64歳で、心臓・腎臓または呼吸器や免
疫機能に障害を有する身体障害者手帳1級に
該当するかた（事前に健康増進課で手続きが
必要です。）
新型コロナ3,000円、インフルエンザ1,500円
健康保険証
市内指定医療機関または埼玉県住所地外相互
乗り入れ協力医療機関

市内指定医療機関▶直接予約して接種してく
ださい。
市外の医療機関及び介護施設などに入所され
ているかた▶健康増進課に問合わせくださ
い。
使用するワクチンは、接種医療機関にご確認
ください。

ブレスト・アウェアネス
　ブレスト・アウェアネスとは、乳房を意識する生活
習慣のことで、普段の自分の乳房の状態を自覚するこ
とで、些細な変化に気づくことができます。
① 普段と変わらないかという気持ちで、着替えや入
浴などの際に乳房を見て、触る
②　乳房の変化（乳房のしこり・乳房からの分泌物、
乳頭や乳輪のただれ、乳房の皮膚の凹みやひきつ
れ、乳房痛）に気を付ける
③　変化に気づいたら医師に相談する
④　40歳になったら2年に1回乳がん検診を受ける

　市では、令和7年1月31日㈮まで乳がん検診を実施
しています。
　5月に送付した「がん検診受診券」をご確認ください。

期　間
対　象

費　用

場　所

申込み

その他

持ち物

健康増進課成人保健担当　☎0480（92）1201　内線816～818問合せ 

　乳がんは、日本女性の9
人に1人が発症すると言わ
れており、30代後半から
患者数が急増します。早期
に発見すれば、90％以上
のかたが治る病気です。日
頃から自分の体を知り、早
期発見・適切な治療に繋げ
ることがたいせつです。

▲
詳細はこちら

詳細はこちら▶

を受けましょう　の定期接種を実施します

1110 令和6年（2024年）10月 令和6年（2024年）10月


